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日 立 市 営 住 宅 

入 居 者 の し お り 

 

日 立 市  保 健 福 祉 部  市 営 住 宅 課  

日 立 市 営 住 宅 指 定 管 理 者  

一 般 財 団 法 人  茨 城 県 住 宅 管 理 セ ン タ ー  

 

～ 市 営 住 宅 の 入 居 か ら 、 住 宅 を 返 還 す る ま で ～  

 

＜  連  絡  先  一  覧  ＞  

一 般 財 団 法 人  茨 城 県 住 宅 管 理 セ ン タ ー  日 立 セ ン タ ー  

〒 31 7－ 0 0 6 5  日 立 市 助 川 町 １ － ８ － １ ５  

               ブ ル ー バ ー ド 学 園 ビ ル １ 階  

業 務 内 容  担 当 課 ・ 連 絡 先  

○ 入 居 、 管 理 、 収 納 業 務 等  

（ 入 居 申 込 受 付 ・ 家 賃 収 納 ・ 納 入 指 導 ・ 各

種 申 請 ・ 駐 車 場 管 理 に 関 す る こ と 。）  

管 理 課  

Ｔ Ｅ Ｌ  ０ ２ ９ ４ － ３ ２ － ７ ３ ６ ２  

Ｆ Ａ Ｘ  ０ ２ ９ ４ － ８ ７ － ６ ６ １ ２  

○ 修 繕 管 理 業 務 等  

（ 計 画 ・ 緊 急 ・ 空 家 修 繕 、 退 去 ・ 退 去 者 負

担 修 繕 、 点 検 パ ト ロ ー ル に 関 す る こ と 。） 

施 設 課  

Ｔ Ｅ Ｌ  ０ ２ ９ ４ － ３ ２ － ７ ７ ９ ６  

Ｆ Ａ Ｘ  ０ ２ ９ ４ － ８ ７ － ６ ６ １ ２  

※ 夜 間 ・ 休 日 等 、 業 務 終 了 後 に よ る 事 故 ・ 火 災 ・ 水 漏 れ 等 の 緊 急 を 要 す る 場 合 は

フ リ ー ダ イ ヤ ル 「 ０ １ ２ ０ － ３ ０ ３ － ４ ４ ０ 」 へ 連 絡 く だ さ い 。  

 

1  誓 約 書 と 緊 急 連 絡 人  

  誓 約 書 は 、 一 般 の 住 宅 で い う 賃 貸 契 約 書 と 同 様 の も の で す 。  

  入 居 予 定 者 が 市 営 住 宅 に 入 居 す る 際 、 管 理 条 例 等 の 規 定 を 承 知 し て い た だ き

提 出 し て い た だ き ま す 。  

    誓 約 書 が 提 出 さ れ る と 、 入 居 者 が 管 理 条 例 等 に 違 反 （ 家 賃 を 滞 納 等 ） し た 場

合 、 住 宅 の 明 け 渡 し を 請 求 す る こ と が あ り ま す 。  

    緊 急 連 絡 人 は 、 安 否 ・ 事 故 ・ 火 災 ・ 水 漏 れ 等 の 緊 急 時 に 入 居 者 と 連 絡 が 取 れ

な い 場 合 に 、 連 絡 を し ま す 。  

 

2  家 賃 の 納 入 

  家 賃 は 、 入 居 指 定 日 か ら 計 算 さ れ ま す 。（ 月 の 中 途 の 場 合 は 、 日 割 計 算 で  

  納 入 し て い た だ き ま す 。）  

  家 賃 は 、 毎 月 月 末 ま で に そ の 月 の 分 を 納 入 し て く だ さ い 。  

  口 座 振 替 も で き ま す の で 、 市 内 の 市 指 定 金 融 機 関 で 手 続 き し て く だ さ い 。  
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3  入 居 者 の 負 担 費 用 

  市 の 修 繕 範 囲 以 外 の 修 繕 費 用 に つ い て は 、 入 居 者 の 負 担 で 修 繕 、 手 入 れ を  

  し て 常 に 美 し く 保 ち 快 適 な 住 ま い と し て 使 用 し て く だ さ い 。  

  修 繕 負 担 区 分 表 は 、 別 表 の と お り で す 。  

 

4  入 居 者 の 保 管 義 務 

  市 営 住 宅 の 入 居 者 は 、 そ の 住 宅 及 び 共 同 施 設 等 を 大 切 に 使 用 し て い た だ く  

  こ と は 勿 論 で す が 、 次 の 事 項 に ご 注 意 く だ さ い 。  

 （ 1） 入 居 者 の 故 意 又 は 不 注 意 に よ っ て 、 市 営 住 宅 が 破 損 し た 場 合 、 滅 失 し た  

    場 合 は 、 現 状 の と お り に 補 修 す る か 、 そ の 損 害 を 賠 償 し て い た だ き ま す 。 

 （ 2） 天 災 、 異 変 等 に よ る 損 害 が あ っ た 場 合 は 直 ち に 被 害 状 況 程 度 を 連 絡 し  

       て く だ さ い 。  

 

５  各 種 の 届 出 事 項 

  次 の 各 種 の 届 出 用 紙 は 茨 城 県 住 宅 管 理 セ ン タ ー に あ り ま す か ら 必 要 の 都 度 申

し 出 て く だ さ い 。  

 （ 1）  同 居 親 族 異 動 届  

     入 居 後 同 居 す る 親 族 に 転 居 、 死 亡 、 出 生 等 増 減 異 動 が あ っ た と き は 、  

     そ の 旨 を 届 出 し て く だ さ い 。   

 （ 2）  緊 急 連 絡 人 変 更  

     緊 急 連 絡 人 を 変 更 す る と き 、 及 び 緊 急 連 絡 人 の 住 所 等 に 変 更 が あ っ た 場

合 は そ の 旨 を 届 出 し て く だ さ い 。  

 （ 3）  長 期 不 在 届 出  

    入 居 住 宅 を 理 由 あ っ て １ ５ 日 以 上 留 守 に す る 場 合 は 、 そ の 旨 を 届 出 し  

        て く だ さ い 。  

 

６  承 認 事 項 

  次 の 各 事 項 は 承 認 が 必 要 で す 。 各 号 の 「 承 認 願 」 を 提 出 し て く だ さ い 。  

 （ 1）  同 居 承 認  

    入 居 の 許 可 を 受 け た 世 帯 以 外 の も の を 同 居 さ せ よ う と す る と き 。  

※  諸 条 件 が あ り ま す の で 、 詳 し く は 、 茨 城 県 住 宅 管 理 セ ン タ ー ま で  

お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

 （ 2）  入 居 承 継 承 認  

     入 居 の 権 利 の 譲 渡 及 び 市 営 住 宅 の 転 貸 は 認 め ら れ ま せ ん 。 た だ し 、  

名 義 人 が 死 亡 、 又 は そ の 同 居 親 族 を 残 し て 退 去 し た 場 合 、 当 該 同 居 親 族  

が 引 き 続 き 入 居 を 希 望 す る と き は 、入 居 承 継 承 認 の 申 請 が 必 要 と な り ま す 。 
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※  諸 条 件 が あ り ま す の で 、 詳 し く は 、 茨 城 県 住 宅 管 理 セ ン タ ー ま で お  

問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

 （ 3）  模 様 替 え 等 の 承 認  

    家 具 又 は 建 具 に 類 す る も の を 取 付 け る 場 合 及 び 板 間 を 畳 敷 き に す る  

        と き で 市 営 住 宅 の 機 能 を 害 さ な い 場 合 に 限 る 。  

 

７  禁 止 事 項 

 （ 1）  犬 、 猫 、 鳥 等 の 動 物 を 飼 育 す る こ と 。  

 （ 2）  車 庫 を 設 置 又 は 団 地 内 通 路 に 駐 車 し 、 車 の 保 管 を す る こ と 。  

 

８  家 賃 の 減 免 等 

  家 賃 が 、 1 7 , 2 0 0 円 以 上 （ 令 和 ２ 年 度 の 場 合 ） で 、 か つ 、 入 居 者 の 収 入 月 額 と

非 課 税 所 得 の 月 平 均 額 の 合 算 額 が 7 8 , 0 0 0 円 以 下 の と き 等 、減 免 等 の 対 象 と な

る 場 合 が あ り ま す の で 、 希 望 す る 方 は 、 茨 城 県 住 宅 管 理 セ ン タ ー 等 ま で お 問

い 合 わ せ く だ さ い 。  

 

９  住 宅 の 住 み 替 え 

  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 住 み 替 え を す る こ と が で き ま す 。  

（ 1）  収 入 の 減 少 や 増 加 に よ り 、 収 入 基 準 に 適 合 す る 他 の 住 宅 を 希 望 す る と き 。 

（ 2）  入 居 家 族 の 減 少 に よ り 、 ２ 間 の 住 宅 を 希 望 す る と き 。  

（ 3）  身 体 障 害 や 疾 病 等 に よ り 、 階 段 の 昇 降 や 通 院 が 困 難 な た め 、 他 の 住  

        宅 を 希 望 す る と き 。  

（ 4）  親 族 に 高 齢 者 世 帯 が あ り 、 そ の 援 助 （ 介 護 ） の 利 便 を 図 る た め 、 一  

        方 の 近 隣 の 他 の 住 宅 す る と き 。  

（ 5）  身 体 障 害 者 住 宅 及 び ペ ア 住 宅 の 入 居 者 資 格 を 失 い 他 の 住 宅 を 希 望 す る  

    と き 。  

 

1 0  住 宅 の 返 還 手 続 

  入 居 者 が 住 宅 を 立 ち 退 く と き は 、 印 章 を 持 参 し 、 住 宅 を 立 ち 退 く ５ 日 前  

   ま で に 茨 城 県 住 宅 管 理 セ ン タ ー に て 手 続 き を し て く だ さ い 。  

      畳 の 表 替 え 、 ふ す ま ・ 障 子 の 張 り 替 え 、 破 損 箇 所 の 修 繕 な ど に 要 す る 費 用

は 、 入 居 者 の 負 担 と し て 請 求 さ せ て い た だ き ま す 。  

  退 去 時 、 敷 金 は 、 損 害 賠 償 金 等 に 充 当 さ れ ま す 。 充 当 後 に お い て も 敷 金 の

残 額 が あ る 場 合 の み 還 付 さ れ ま す 。 な お 、 敷 金 を 充 当 し て も 不 足 す る 場 合

は 、 損 害 賠 償 金 等 と し て 追 加 請 求 し ま す 。  
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11  住 宅 の 明 け 渡 し 

  入 居 者 が 次 の 事 項 に 該 当 す る と き は 、 入 居 の 許 可 を 取 り 消 し 又 は 住 宅 の  

   明 け 渡 し を 請 求 す る こ と が あ り ま す 。  

 ( 1 )  不 正 の 行 為 に よ り 入 居 し た と き 。  

 ( 2 )  家 賃 を 3 箇 月 以 上 滞 納 し た と き 。  

 ( 3 )  正 当 な 理 由 が な く 、 1 5 日 以 上 住 宅 を 使 用 し な い と き 。  

 ( 4 )  住 宅 又 は 共 同 施 設 を 故 意 に き 損 し た と き 。  

 ( 5 )  承 認 を 受 け ず に 、住 宅 の 転 貸 、用 途 変 更 、又 は 模 様 替 え 増 築 を し た と き 。  

上 記 の 事 項 に よ り 市 営 住 宅 の 明 け 渡 し の 請 求 を 受 け た 入 居 者 は 、す み や か に

当 該 住 宅 を 明 け 渡 さ な け れ ば な り ま せ ん 。  

 

 

～ 住 宅 を 使 用 す る 時 の 諸 注 意 ～  

 

 １  水 道 に つ い て 

 ( 1 )  水 道 の 使 用 開 始 は 、 市 の 企 業 局 料 金 課 （ ０ ２ ９ ４ － ２ ２ － ３ １ １ １ ） へ

連 絡 し て く だ さ い 。  

 ( 2 )  水 栓 の 中 に あ る 、 ゴ ム パ ッ キ ン は 古 く な る と 栓 を 締 め て も 漏 水 す る 場  

合 が あ り ま す か ら 、 元 栓 を 締 め て 、 パ ッ キ ン の 取 り 替 え を し ま し ょ う 。  

 

 ２   電 気 に つ い て 

 ( 1 )  電 気 の 使 用 開 始 は 、 東 京 電 力 （ ０ １ ２ ０ － ９ ９ － ５ ３ ３ ２ ） へ 申 し 込 み

し て く だ さ い 。安 全 器 に さ が っ て い る ハ ガ キ 又 は 電 話 で 申 し 込 み し て く だ

さ い 。  

 ( 2 )  ヒ ュ ー ズ （ ブ レ ー カ ー )は 3 0 ア ン ペ ア ま で 改 定 で き ま す 。（ 条 件 と し て  

       東 京 電 力 ㈱ が 幹 線 を 調 査 し 、 契 約 ア ン ペ ア の 変 更 に 支 障 が な い 場 合 で 、  

       か つ 希 望 者 の み を 対 象 と す る 。）  

       た だ し 、 退 去 す る と き に は 、 必 ず 入 居 時 の 状 態 に 戻 し て く だ さ い 。  

 ( 3 )  電 燈 キ ー ソ ケ ッ ト か ら 、 二 股 な ど で 一 時 に た く さ ん の 器 具 を 使 用 し な  

い で く だ さ い 。  

 ( 4 )  エ ア コ ン を 設 置 す る 際 、専 用 の コ ン セ ン ト が 必 要 と な り 、増 設 す る 場 合 、

茨 城 県 住 宅 管 理 セ ン タ ー へ の 申 請 は 不 要 で す が 、退 去 す る 際 に 必 ず 入 居 時

の 状 態 に 戻 し て く だ さ い 。  

 ( 5 )  ア イ ロ ン 及 び 暖 房 器 具 等 の 点 け 放 し に は 充 分 注 意 し て く だ さ い 。  

 ( 6 )  器 具 類 は 型 式 承 認 マ ー ク （  〒  ） の つ い た も の が 安 心 で す 。  
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 ３  ガ ス に つ い て 

 ( 1 )  都 市 ガ ス の 住 宅 は 、 東 京 ガ ス （ ０ ２ ９ ４ － ２ ２ － ４ １ ３ １ ） へ 電 話 に て

申 し 込 み し て く だ さ い 。ま た 、ガ ス 器 具（ 風 呂 釜 等 ）に つ い て は 購 入 す る

前 に 東 京 ガ ス の 指 導 を 受 け て く だ さ い 。  

 ( 2 )  ガ ス 器 具 の ゴ ム 管 は ガ ス 会 社 の 検 査 済 み の も の を 使 用 し て く だ さ い 。  

 ( 3 )  ガ ス を 使 用 す る 場 合 、 部 屋 の 換 気 を 良 く し 、 バ ー ナ ー の 空 気 口 の 調 整  

       を し て く だ さ い 。  

 ( 4 )  器 具 栓 、 ガ ス 栓 に つ い て  

 ガ ス を 使 い 終 わ っ た ら 消 火 し た こ と を 必 ず 確 認 し ま し ょ う 。  

 外 出 の と き や 、お 休 み に な る 前 に は 、器 具 栓 、ガ ス 栓 を 必 ず 確 認 し て く だ

さ い 。  

( 5 )  都 市 ガ ス 、 プ ロ パ ン ガ ス は そ れ ぞ れ の 基 準 に し た が っ て 点 検 が 行 わ れ  

       て い ま す が 、 ゴ ム 管 に ひ び 割 れ が な い か ど う か 常 に 点 検 し ま し ょ う 。  

 ( 6 )  異 常 に 気 が つ い た ら 、 都 市 ガ ス に つ い て は 東 京 ガ ス ㈱ 、 プ ロ パ ン ガ ス  

       に つ い て は 取 扱 い 業 者 に 至 急 連 絡 し て く だ さ い 。  

 

 ４  玄 関 に つ い て 

  ( 1 )  ス チ ー ル ド ア は 、 防 火 の 面 で 大 切 な 役 目 を 果 た し ま す 。 大 き く 重 い も  

         の で す か ら 、 乱 暴 に 扱 う と 蝶 番 が ゆ る ん で し ま い ま す 。 ド ア の 取 っ 手  

         を 握 っ た ま ま 開 閉 し ま し ょ う 。  

 ( 2 )  開 閉 に つ い て は 外 開 き で す か ら 、 通 行 者 に ぶ つ か ら な い よ う 少 し 開 け 、  

       外 を 良 く 確 か め て か ら 開 け て く だ さ い 。  

 ( 3 )  覗 き 窓 は 防 犯 の た め の も の で す か ら 、 よ く 確 認 し て 開 け ま し ょ う 。  

 ( 4 )  入 居 し た ら 直 ち に 表 札 を 書 き ま し ょ う 。 な お 、 集 合 ポ ス ト が あ る 場 合  

       は １ 階 郵 便 受 け に も 書 き 入 れ ま し ょ う 。  

 ( 5 )  玄 関 を 掃 除 す る 時 に た く さ ん の 水 を 流 さ な い で く だ さ い 。 下 階 に 滲 み  

       て 迷 惑 を か け る こ と に な り か ね ま せ ん 。  

 ( 6 )  玄 関 ド ア の 錠 に つ い て  

（ ｱ）  錠 は シ リ ン ダ ー に な っ て い ま す 。 鍵 を よ く 差 し 込 ん で か ら ま わ  

            し て 下 さ い 。  

   途 中 で 廻 す と 鍵 が 折 れ る 場 合 が あ り ま す 。  

 （ ｲ）  鍵 の み ぞ に 、 鉛 筆 の 芯 を 塗 り つ け て す べ り を よ く し て 下 さ い 。 鍵  

        穴 に 油 は 絶 対 に 差 さ な い で く だ さ い 。 蝶 番 に は 油 が 必 要 で す 。  

   ※  な お 、 ド ア ノ ブ 及 び シ リ ン ダ ー の 交 換 は 入 居 者 の 負 担 と な り ま す 。 
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 5  居 間 等 に つ い て 

 ( 1 )  コ ン ク リ ー ト 住 宅 は 木 造 住 宅 と 違 っ て 隙 間 が 少 な い た め 、 自 然 換 気 が  

       行 わ れ に く く な っ て い ま す 。  

    ガ ラ ス 窓 に つ い て い る 換 気 窓 を で き る だ け 開 け て く だ さ い 。 特 に 、 冬  

       期 に ガ ス 、 石 油 ス ト ー ブ を 使 用 す る と き は 、 換 気 を 忘 れ な い よ う に し  

       て く だ さ い 。  

 ( 2 )  窓 の 開 放 、 押 入 れ の 襖 等 、 時 々 開 け て 通 気 を よ く し て 下 さ い 。  

  ま た 、 家 具 は 、 多 少 壁 か ら 離 し て 置 い た ほ う が よ い で し ょ う 。  

 ( 3 )  結 露 に つ い て  

 暖 か い 部 屋 の 窓 に は よ く 水 滴 が つ き ま す 。  

 こ れ は い わ ゆ る 「 結 露 」 で 、 暖 か い 空 気 が 急 に 冷 え て 水 滴 に 戻 る 現 象  

  で す 。 同 じ こ と が 冬 期 、 部 屋 の 壁 面 に も 起 こ り ま す 。 特 に 北 側 の 壁 に  

  多 く 見 ら れ ま す 。 換 気 、 壁 の 乾 拭 き に よ る カ ビ の 発 生 防 止 に 注 意 し て く  

だ さ い 。  

 ( 4 )  エ ア コ ン の 設 置 に つ い て  

   エ ア コ ン を 設 置 す る 際 、 室 内 の エ ア コ ン 本 体 と 屋 外 の 室 外 機 等 を 専 用 の

ダ ク ト で 接 続 さ せ る 場 合 は 、 ス ペ ー サ ー 等 の 器 具 を 利 用 し て く だ さ い 。

壁 に 穴 を 開 け る こ と は で き ま せ ん 。  

 

６  台 所 に つ い て 

 ( 1 )  ス テ ン レ ス 流 し で も 、 汚 れ を 放 っ て お く と 錆 び ま す 。 洗 剤 等 で 時 々 洗 っ  

       て く だ さ い 。  

 ( 2 )  よ く 流 れ を 早 め る た め 、 目 皿 を 外 し て し ま う 方 法 が あ り ま す が 、 つ ま  

       り の 原 因 と な り ま す 。い つ も 目 皿 を 付 け て お い て く だ さ い 。ま た 、時 々  

       目 皿 を は ず し て ト ラ ッ プ 内 の ゴ ミ を 清 掃 し て く だ さ い 。  

 ( 3 )  排 水 管 は 、 1 階 か ら 最 上 階 ま で 同 一 管 で す 。 い わ ば 共 用 物 で す か ら 、  

      １ 住 戸 で も ゴ ミ を 詰 ま ら せ る と 、 他 の 住 戸 も 使 用 で き な く な り ま す の  

      で 注 意 し て く だ さ い 。  

 

 ７  浴 室 に つ い て 

 ( 1 )  床 面 は 防 水 層 を 入 れ て い ま す が 、 重 い も の を 乱 暴 に 置 く と 、 こ の 防 水  

       層 を 切 断 し て し ま い ま す 。 下 階 の 迷 惑 の 原 因 と な り ま す 。  

 ( 2 )  排 水 管 を 詰 ま ら せ な い よ う に す る に は 、 毛 髪 等 ト ラ ッ プ に 溜 ま っ た ゴ  

       ミ な ど を ま め に 取 り 去 っ て く だ さ い 。  

 ( 3 )  「 ３  ガ ス に つ い て 」 で も ふ れ ま し た が 、 換 気 に は 十 分 気 を つ け て 下  

       さ い 。  
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       床 下 や 天 井 近 く に 換 気 ガ ラ ス が あ り ま す 。 こ の ガ ラ ス を 板 な ど で ふ さ  

       い で し ま う と 、 き わ め て 危 険 で す の で や め て く だ さ い 。  

 

 ８  ト イ レ に つ い て 

 ( 1 )  ア パ ー ト の ト イ レ の 排 水 は 、 1 本 の パ イ プ で つ な が っ て い ま す 。 1 箇  

       所 で 詰 ま る と 全 部 に 影 響 が で ま す の で 注 意 し て く だ さ い 。  

 ( 2 )  フ ラ ッ シ ュ バ ル ブ は 、 一 定 量 の 水 を 流 出 さ せ る 装 置 で す 。 約 2 秒 ハ ン  

       ド ル を 押 せ ば 、 約 8～ 1 0 秒 間 流 出 す る の が 標 準 で す 。  

 ( 3 )  雑 布 水 、 洗 濯 水 、 そ の 他 雑 物 の 入 っ た 水 、 綿 （ 生 理 用 品 な ど ）、 避 妊  

       用 具 (コ ン ド ー ム 等 )、 布 切 れ 、 新 聞 紙 は 絶 対 に 流 さ な い で く だ さ い 。  

 ( 4 )  便 所 床 の 掃 除 は 、 雑 巾 か け の み で す 。 よ く 水 を 流 し て 洗 う 方 が い ま す  

       が 、 水 漏 れ の 原 因 と な り ま す 。  

 ( 5 )  便 器 の 掃 除 に つ い て は 、 水 洗 ト イ レ 用 の 表 示 マ ー ク が つ い た 洗 剤 を 使  

       用 し て く だ さ い 。  

 

 ９  バ ル コ ニ ー ・ ベ ラ ン ダ に つ い て  

 ( 1 )  洗 濯 が で き る よ う に 水 栓 を つ け て あ り ま す 。 排 水 ホ ー ス は 目 皿 の 近 く  

       に 置 い て 排 水 し て く だ さ い 。  

  管 は 流 し の 排 水 と 同 系 統 で す 。  

  洗 い ク ズ は 毎 回 掃 除 し て く だ さ い 。 台 風 時 や 降 雨 時 に も 、 よ く 目 皿 を  

  掃 除 し て お い て く だ さ い 。  

 ( 2 )  こ こ は 、 万 一 火 災 の 発 生 時 隔 壁 板 を 破 っ て 隣 に 避 難 す る こ と に な り ま  

       す か ら 隔 壁 板 側 に は 、 絶 対 に 物 を 置 か な い よ う に し て く だ さ い 。  

 ま た 、 避 難 マ ン ホ ー ル が あ る 所 も あ り ま す が 、 こ の 場 合 も 物 を 置 か な  

  い で く だ さ い 。  

  避 難 ハ シ ゴ が あ る 所 は 、 常 時 、 保 守 点 検 を 行 な い 、 安 全 管 理 に 務 め て  

  く だ さ い 。  

 ( 3 )  手 す り の 高 さ や 、 桟 の 間 隔 等 、 子 供 が 落 ち な い よ う 考 慮 し て い ま す が 、 

       箱 の よ う な 踏 み 台 と な る 物 は 、 手 す り 側 に 置 か な い で く だ さ い 。  

 

 1 0  共 同 で 使 用 す る も の 

 ( 1 )  建 物 内 の 各 配 水 管  

  詰 ま り で 排 水 不 良 の と き は 、 入 居 者 の 皆 さ ん 方 の 負 担 で 修 理 し て く だ さ い 。 

 ( 2 )  広 場  

  憩 い の 場 所 に な る よ う 草 木 等 を 植 え て 美 化 に 協 力 し て く だ さ い 。  

  夏 に な る と 雑 草 が 生 え る の で 当 番 を 決 め て 除 草 し て く だ さ い 。  
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 ( 3 )  外 灯  

   自 動 点 滅 付 で す が 、 長 期 使 用 で 不 能 と な る 場 合 が あ り ま す 。  

電 灯 管 等 は 団 地 の 皆 さ ん 方 が 共 同 で 取 替 え て く だ さ い 。  

 

 11  テレビアンテナの取り付け 

 共 同 ア ン テ ナ が な い 団 地 （ 主 に 平 屋 建 、 メ ゾ ネ ッ ト タ イ プ ） が あ り ま す 。

ア ン テ ナ の 取 付 は 、 建 物 を 破 損 す る こ と な く 、 ま た 、 取 付 の 際 は 安 全 面 に

注 意 し て く だ さ い 。  

 退 去 す る と き は 、 取 り 付 け た ア ン テ ナ を 必 ず 撤 去 し て く だ さ い 。  

 新 団 地 は 共 同 ア ン テ ナ で す か ら 、 引 込 口 が 各 住 戸 の 部 屋 に 付 い て ま す 。  

 

 1 2  家賃以外の支出について 

 ( 1 )  階 段 灯 の 電 気 代 （ 遠 隔 メ ー タ ー の 電 源 も 含 む ）  

 ( 2 )  外 灯 の 電 気 代  

 ( 3 )  自 治 会 費 、 集 会 所 の 電 気 代 、 水 道 代 等  

 

 1 3  消 火 栓 に つ い て 

 消 火 栓 が 団 地 内 に 設 置 し て あ り ま す 。 万 一 火 災 の と き は 、 必 ず １ １ ９ 番  

 へ 連 絡 し て く だ さ い 。  

 消 火 栓 附 近 に は 自 動 車 の 駐 停 車 は 禁 止 し ま す 。  

 

 1 4  ゴ ミ 処 理 に つ い て 

 ( 1 )  ゴ ミ は 、 燃 え る も の と 燃 え な い も の に 分 別 し 、 決 め ら れ た 日 （ 市 の 清 掃

セ ン タ ー 【０ ２ ９ ４ － ２ ４ － ５ ３ ５ ３ 】の 指 定 日 ）に 所 定 の 場 所 へ 出 し て

く だ さ い 。   

 ( 2 )  生 ご み に つ い て は 、 市 指 定 の ゴ ミ 袋 へ 入 れ て 出 し て く だ さ い 。  

 ( 3 )  引 越 し な ど 、 大 量 の ゴ ミ が 出 た 場 合 に は 、 市 の 清 掃 セ ン タ ー と 相 談 の  

上 処 分 し て く だ さ い 。  

絶 対 に ゴ ミ 置 場 な ど に 放 置 す る こ と は や め て く だ さ い 。  

 ( 4 )  ゴ ミ 置 場 の 管 理 は 、 管 理 者 を 決 め て 、 き れ い に し て お き ま し ょ う 。  

 

 1 5  そ の 他 

 市 営 団 地 は 共 同 住 宅 で す 。 こ の こ と を よ く 認 識 し 個 人 的 感 情 に な ら ず 、  

 お 互 い に 協 力 し て 明 る く 生 活 し て い き ま し ょ う 。  

 



市 入居者 市 入居者

1. ○ 5. 階段修繕 ○

2. ○ 6. 屋上天蓋修繕 ○

3. ○ 7. 便槽修繕 ○

4. ○ 8. 便所臭突修繕 ○

5. ○ 9. 屋内排水管つまり ○

6. ○ 10. 屋内排水管修繕 ○

7. ○ 11. 屋外排水管つまり ○

8. ○ 12. 屋外排水会所（マス）修繕 ○

9. ○ 13. 道路及び道路側溝修繕 ○

10. ○ 14. 住宅周囲柵修繕 ○

11. ○ 15. 生垣せんてい ○

12. ○ 16. 屋外遊戯具修繕 ○

13. ○

14. ○

15. ○

16. ○ 市 入居者

17. ○ 1. スイッチの取替 ○

18. ○ 2. コンセントの取替 ○

3. ヒューズの取替 ○

19. ○ 4. キーソケットの取替 ○

20. ○ 5. 電線の取替 ○

21. ○ 6. 外灯のスイッチ ○

22. ○ 7. 各種ランプ及びグローブ等取替 ○

23. ○ 8. 外灯修繕 ○

24. ○ 9. 玄関チャイム（付帯設備は市負担） ○

25. ○ 10. 換気扇（付帯設備は市負担） ○

26. ○ 11.
テレビ共聴設備用
コンセント・プラグ

○

市 入居者 市 入居者

1. ○ 1. ガス管の修繕 ○

2. ○ 2. ガスのコック及び附属品 ○

3. ○

4. ○

　修繕負担区分表

1.屋内部分

修繕内容
負担区分

4.ガス設備（都市ガス、集中ＬＰ） 

修繕内容

2.屋外付帯設備

硝子入替修繕

襖木枠

畳の表替及び修繕

畳床修繕

カーテンレール修繕

流し槽(研出し)漏水修繕

物干・物干金物修繕

負担区分

負担区分
修繕内容

負担区分

修繕内容
負担区分

3.電気設備 

修繕内容

柱・鴨居・敷居修繕及び取替

天井修繕

根太・大引・土台・床板修繕

板壁破損（内外共）修繕

壁塗装

壁紙貼替

窓枠・出入口枠修繕及び取替

玄関扉・外部廻り建具修繕

玄関扉（鋼製）吊下り修繕

鋼製郵便受修繕

建具金物(錠・レール、戸車を含む)修繕

サッシ戸車

室内扉・引戸修繕

襖の張替修繕

雨樋取替修繕

(但し故意によるものは入居者負担)

ベランダ手摺修繕

ベランダ間仕切板修繕

浴室床漏水修繕

ベランダ床漏水修繕

換気口修繕取替

雨樋つまり

屋根雨漏り修繕

壁面雨漏り修繕

別表２



　修繕負担区分表 別表２

市 入居者 市 入居者

1. ○ 1. 共同栓及びパッキング取替 ○

2. ○ 2. 給水管漏水修繕 ○

3. ○ 3. 汚水管・雑排水管破損修繕 ○

4. ○ 4. 汚水管・雑排水管桝つまり ○

5. ○ 5. 汚水縦管・雑排水縦管つまり ○

6. ○ 6. 各種弁類修繕取替 ○

7. ○ 7. 消火栓修繕 ○

8. ○ 8. 止水栓修繕 ○

10. ○

11. ○ 市 入居者

12. ○ 1. 配水塔修繕一般 ○

13. ○ 2. 浄化槽修繕一般 ○

14. 〇

15. ○

16. ○

17. ○

18. ○

19. ○

※指定管理者が市営住宅等管理業務を行う場合、負担区分欄中「市」を「指定管理者」と読み替える。

ハイタンク及び内部金具一式取替

流し・洗濯槽・手洗器配水管のつまり

9.

給水管修繕取替

便器修繕

各種トラップパッキング取替

ペーパーホルダー取替

ロータンク及び内部金具一式取替

流し・洗濯槽・手洗器排水金具

取替及び目皿栓取替

便器排水管つまり

流し・洗濯槽・手洗器配水管取替

汚水管修繕取替

便器洗浄管漏水修繕

便器排水管破損取替

修繕内容

5.給排水衛生設備（屋内） 

修繕内容
負担区分

負担区分

○

6.給排水衛生設備（屋外）

修繕内容
負担区分

7.給排水衛生設備

洋式便器スパット漏水修繕

洋式便器床フランジ管漏水
及び排水管修繕

各種水栓類修繕・取替

フラッシュバルブ取替

フラッシュバルブ修繕

和式便器スパット漏水修繕


